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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴｉとＮｂの一方又は両方を、質量％でそれぞれ０．１～０．５％含有するフェライト
単相のフェライト系ステンレス鋼を高周波溶接してなるフェライト系ステンレス鋼溶接管
であって、
ビードを含む溶接部の厚さが母材板厚の１．０５～１．３倍であり、外面ビード残りが母
材板厚の０．０～０．２０倍で、内面ビード残りが母材板厚の０．０～０．２０倍であり
、溶接部と母材部の板厚中央部のビッカース硬度差が１０～４０であることを特徴とする
拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
【請求項２】
　溶接部の外面から５０μｍ位置におけるビッカース硬度が、母材部の外面から５０μｍ
位置におけるビッカース硬度に比較して７０以上高いことを特徴とする請求項１に記載の
拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
【請求項３】
　溶接管母材部の円周方向伸びが１５％以上であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
【請求項４】
　質量％にて、Ｃ：０．００１～０．０１５％、Ｓｉ：０．０１～１．０％，Ｍｎ：０．
０１～１．０％，Ｐ：０．０１～０．０３％，Ｓ：０．０００５～０．０１０％，Ｎ：０
．００１～０．０２０％，Ｃｒ：１０～２５％，Ｍｏ：０．０１～２．０％，Ｔｉまたは
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Ｎｂの１種または２種を０．０５～０．６％，Ｂ：０．０００３～０．００３０％を含有
し、残部がＦｅ及び不可避不純物であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記
載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
【請求項５】
　さらに、質量％にて、Ｃｕ：０．１～１．５％、Ｎｉ：０．１５～３．０％の１種また
は２種を含有することを特徴とする請求項４に記載の拡管加工性に優れるフェライト系ス
テンレス鋼溶接管。
【請求項６】
　拡管加工用に用いることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の拡管加工性に
優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
【請求項７】
　外面ビード残りが母材板厚の０．０～０．２０倍となるように、外面ビード切削刃物の
位置を調整することを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の拡管加工性に優れる
フェライト系ステンレス鋼溶接管の製造方法。
【請求項８】
　溶接管素材鋼帯として、鋼管の円周方向となる方向の伸びが３０％以上で、平均ランク
フォード値が１．５以上である鋼帯を用いることを特徴とする請求項７に記載の拡管加工
性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管の製造方法。
【請求項９】
　請求項1乃至５のいずれかに記載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接
管を素管として用い、同軸拡管工程と偏芯工程とを経て、偏芯拡管部材とすることを特徴
とする偏芯拡管部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管及びその製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フェライト系ステンレス鋼は、熱膨張係数が小さいことから加熱・冷却が繰り返される
自動車排気系部品に使用されてきた。また、最近では寒冷地域での融雪剤付着時の応力腐
食割れ感受性が低いことから、自動車燃料系部品の燃料給油管への適用も始められている
。これらの部品の多くは、薄肉の溶接管であり、曲げ加工やバルジ加工や拡管加工等が施
されている。
【０００３】
　特に、燃料給油管では、特許文献１、特許文献2に記載のように防錆性能向上を図るた
めにパイプを一体で、かつ偏芯で拡管することが示され、素管径の2倍以上の加工が施さ
れることがあり、使用されるパイプには優れた拡管加工性が要求される。
【０００４】
　これら拡管加工性が要求されるフェライト系ステンレス鋼溶接管として、電縫鋼管が好
ましく用いられる。電縫鋼管は、素材帯板を長手方向に送りつつ成形ロールで円筒形状に
曲げ加工し、突き合せ部を高周波溶接によってアップセット溶接し、スクイズロールで成
形した後、内外面の溶接ビードを切削して製品とする。
【０００５】
　溶接管の外面ビードを切削する方法としては、外面ビードの両側の溶接管表面に接する
ように倣いロールを設け、倣いロールの動きと連動するように配置された切削刃物を設け
、外面ビード残りをちょうどゼロ狙いとして、倣いロールと切削刃物との位置関係を調整
する。
【０００６】
　特許文献2においては、溶接管を用いて偏芯拡管パイプの製造方法を燃料給油管の製造
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に適用する場合、溶接管の溶接熱影響部を、パイプ断面をみたときに偏芯方向に対して４
５～１３５°の領域に配置するのが好ましいとしている。偏芯方向は、偏芯時に大きく伸
ばされる部分であり、その方向に溶接熱影響部を配置するのは亀裂が生じるおそれがある
ため好ましくなく、また偏芯方向と反対の方向は、燃料給油管の下側であって、車両衝突
時にこの部分に割れが生じると燃料漏れの恐れがあるからである。
【０００７】
　特許文献３においては、拡管加工での母材に発生する拡管加工割れを防止する、拡管加
工性が優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管として、溶接管母材部の円周方向伸びが１
５％以上である拡管加工性が優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管が開示されている。
【０００８】
　特許文献４においては、拡管加工において溶接部割れや溶接部近傍母材割れのない、拡
管加工性に優れたフェライト系ステンレス鋼溶接管として、ＴＩＧ溶接管、電縫溶接管に
おいて、ＴｉとＮｂの一方又は両方を、質量％でそれぞれ０．１～０．５％含有するフェ
ライト単相のフェライト系ステンレス鋼溶接管において、溶接部と母材部のビッカース硬
度差が１０～４０であり、溶接部のビード厚さと母材部の肉厚の比が1．０５～１．３で
ある拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管が記載されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２４２７７９号公報
【特許文献２】特開２００１－２７６９４２号公報
【特許文献３】特開２００６－１７６８２４号公報
【特許文献４】特開２００６－１９３７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献３、特許文献４に記載のフェライト系ステンレス鋼溶接管であって、溶接部を
高周波溶接した電縫管を用い、拡管加工して燃料給油管を製造したところ、拡管加工部の
うち、溶接管の溶接部に割れが発生することがわかった。
【００１１】
　本発明においては、高周波溶接してなるフェライト系ステンレス鋼溶接管であって、燃
料給油管相当の拡管加工を行っても溶接部に割れが発生することがない、拡管加工性に優
れるフェライト系ステンレス鋼溶接管及びその製造方法、さらには偏芯拡管部材の製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　即ち、本発明の要旨とするところは以下のとおりである。
（１）ＴｉとＮｂの一方又は両方を、質量％でそれぞれ０．１～０．５％含有するフェラ
イト単相のフェライト系ステンレス鋼を高周波溶接してなるフェライト系ステンレス鋼溶
接管であって、ビードを含む溶接部の厚さが母材板厚の１．０５～１．３倍であり、外面
ビード残りが母材板厚の０．０～０．２０倍で、内面ビード残りが母材板厚の０．０～０
．２０倍であり、溶接部と母材部の板厚中央部のビッカース硬度差が１０～４０であるこ
とを特徴とする拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
（２）溶接部の外面から５０μｍ位置におけるビッカース硬度が、母材部の外面から５０
μｍ位置におけるビッカース硬度に比較して７０以上高いことを特徴とする上記（１）に
記載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
（３）溶接管母材部の円周方向伸びが１５％以上であることを特徴とする上記（１）又は
（２）に記載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
（４）質量％にて、Ｃ：０．００１～０．０１５％、Ｓｉ：０．０１～１．０％，Ｍｎ：
０．０１～１．０％，Ｐ：０．０１～０．０３％，Ｓ：０．０００５～０．０１０％，Ｎ
：０．００１～０．０２０％，Ｃｒ：１０～２５％，Ｍｏ：０．０１～２．０％，Ｔｉま
たはＮｂの１種または２種を０．０５～０．６％，Ｂ：０．０００３～０．００３０％を
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含有し、残部がＦｅ及び不可避不純物であることを特徴とする上記（１）乃至（３）のい
ずれかに記載の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
（５）さらに、質量％にて、Ｃｕ：０．１～１．５％、Ｎｉ：０．１５～３．０％の１種
または２種を含有することを特徴とする上記（４）に記載の拡管加工性に優れるフェライ
ト系ステンレス鋼溶接管。
（６）拡管加工用に用いることを特徴とする上記（１）乃至（５）のいずれかに記載の拡
管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管。
（７）外面ビード残りが母材板厚の０．０～０．２０倍となるように、外面ビード切削刃
物の位置を調整することを特徴とする上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の拡管加工
性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管の製造方法。
（８）溶接管素材鋼帯として、鋼管の円周方向となる方向の伸びが３０％以上で、平均ラ
ンクフォード値が１．５以上である鋼帯を用いることを特徴とする上記（７）に記載の拡
管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管の製造方法。
（９）上記（1）乃至（５）のいずれかに記載の拡管加工性に優れるフェライト系ステン
レス鋼溶接管を素管として用い、同軸拡管工程と偏芯工程とを経て、偏芯拡管部材とする
ことを特徴とする偏芯拡管部材の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、高周波溶接してなるフェライト系ステンレス鋼溶接管において、外面ビード
切削において外面ビード残りをゼロ狙いとするのではなく、外面ビード残りが母材板厚の
０．０～０．２０倍とすることにより、拡管加工時の溶接部割れの発生を防止することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　高周波溶接による電縫溶接管を用いた燃料給油管の形状は、図1（ａ）（ｂ）に示すよ
うな形状である。管端部が拡管されさらに偏芯している。溶接管の溶接部は、偏芯方向に
対して９０～２７０°の位置になるように配置する。
【００１５】
　通常、パンチによる多段工程での偏芯拡管加工では、溶接管は各工程でパンチとの摩擦
による管軸方向の応力により、管軸方向には圧縮変形し、管円周方向には引張変形を受け
ながら拡管加工されている。また、偏芯拡管加工を伴う場合は、偏芯部が張り出され、局
部的に管軸方向および円周方向に引張変形を受ける。
【００１６】
　燃料給油管に見られるような拡管加工を行う場合において、溶接管の溶接部と母材部の
強度バランスが適正でない場合、割れにいたる。特許文献４に記載のように、母材部に対
して溶接部の強度が相対的に低い場合には、溶接部で軸方向（縦方向）に割れが発生する
（図1（ｃ））。一方、母材部に対して溶接部の強度が高すぎる場合は、溶接部の管軸方
向の変位が、母材部に比し小さく、拡管部管端で溶接部が突き出た形状になり、溶接部と
母材部の管軸方向変位量の差により、両者の間にせん断的な変形が大きくなり、溶接部近
傍の母材部から斜め方向に割れが発生する（図1（ｄ））。
【００１７】
　特許文献４に記載のように、溶接部板厚中央部のビッカース硬さＨＶWと母材部のビッ
カース硬さＨＶMとの硬度差ΔＨＶ（＝ＨＶW－ＨＶM）、溶接部のビード厚さＴWと母材部
の肉厚ＴMとの比ＲＴ（＝ＴW／ＴM）と拡管加工性評価結果の関係を見ると、硬度差ΔＨ
Ｖが１０未満または硬度差ΔＨＶが１０～４０で、肉厚比ＲＴが１．０５未満の場合、拡
管加工では溶接部が軸方向（縦方向）に割れる。
【００１８】
　次に、硬度差ΔＨＶが１０～３０または硬度差ΔＨＶが４０より大きく、肉厚比ＲＴが
１．３より大きい場合、管軸方向変位量の差により、両者の間にせん断的な歪が大きくな
り、溶接部近傍の母材部から斜め方向に割れが発生する。
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【００１９】
　一方、板厚中央部の硬度差ΔＨＶが１０～４０の範囲で、肉厚比ＲＴが１．０５～１．
３の範囲では、微少な割れはあるが、素管の２倍の拡管加工が可能であり、微少な割れま
で抑制するには、板厚中央部の硬度差ΔＨＶが１０～４０の範囲で、肉厚比ＲＴが１．１
～１．２５の範囲であることが必要である。
【００２０】
　ところが、上記のように溶接部の強度を母材部よりも高い強度にした場合でも、溶接管
として高周波溶接による電縫管を用いる場合には、図1（ｃ）に示すような拡管加工時の
割れを確実に防止するには到らなかった。
【００２１】
　電縫管の溶接部においては、メタルフロー立ち上がり部に減肉しやすい傾向が見られ、
拡管加工時の割れ発生の原因であった。これに対し本発明では、高周波溶接を行う電縫溶
接管においては、板厚中央部の高度差ΔＨＶを１０～４０の範囲に制御するのみならず、
溶接部の外面付近の強度をさらに上げることにより、拡管加工時の割れ発生を防止できる
ことを見いだした。
【００２２】
　電縫管の溶接部の強度（硬度）を板厚方向で比較すると、板厚中央部に比較して外面ビ
ードの方が高いという傾向が見られる。図３は、電縫管の溶接部近傍について、板厚中央
部、及び外面から５０μｍ位置におけるビッカース硬度（１００ｇ）を評価した結果であ
る。外面から５０μｍ位置については、外面ビード残りが＋０．１０ｍｍの場合（図2（
ａ））と－０．０５ｍｍの場合（図2（ｂ））とを評価した。図３から明らかなように、
外面ビード残りがマイナスとなると、外面から５０μｍ位置の溶接部ビッカース硬度が低
くなり、十分な強度増大を得ることができない。
【００２３】
　従来は、外面ビード残りの狙いをゼロとしていた。実績外面ビード残りは、図４（ａ）
に示すように、狙いのゼロを中心としてプラス方向とマイナス方向に変動する。マイナス
方向に変動した場合には、外面ビードを削りすぎることとなり、溶接部のうちで強度の高
い部分を除去することとなり、これがトータルとしての溶接部強度不足を発現していた。
【００２４】
　本発明においては、外面ビード残りと内面ビード残りの両方が母材板厚の０．０～０．
２０倍となるように、外面ビード切削及び内面ビード切削を制御する。外面ビード残りと
内面ビード残りの下限値をともに母材板厚の０．０倍とするので、内外面ビードを切削し
すぎることがなくなり、内外面ビードの高強度を生かし、溶接部の強度を十分に保持する
ことが可能となる。ただし、外面ビード残りと内面ビード残りが母材板厚の０．２０倍を
超えると、溶接部と母材部の強度差か大きくなり、軸方向に変形し難くなり、図１（ｄ）
のように斜め方向に破断するので、上限を０．２０倍とした。外面ビード残りの実績値を
横軸として頻度を表示すると、図４（ｂ）のようになる。
【００２５】
　上記のように外面ビード残りを制御することにより、溶接部の外面から５０μｍ位置に
おけるビッカース硬度が、母材部の外面から５０μｍ位置におけるビッカース硬度に比較
して７０以上高いこととすることができる。これにより、外面ビードの高強度を生かし、
溶接部の強度を十分に保持することが可能となる。ビッカース硬度は、荷重を１００ｇと
して測定する。
【００２６】
　本発明においては、鋼管素材として、ＴｉとＮｂの一方又は両方を、質量％でそれぞれ
０．１～０．５％含有するフェライト単相のフェライト系ステンレス鋼を用いる。素材に
関しても、全体の歪や局部的な歪に対して母材割れの抑制、割れの進展を抑制するためで
ある。ＴｉやＮｂは０．１質量％以上添加することによりＣ，Ｎと結合し、鋼中に固溶す
るＣ，Ｎを低減して、伸びやｒ値を高め加工性を向上させる効果が得られる。また、Ｃを
ＴｉやＮｂの炭化物として安定化させることにより、溶接部熱影響部でＣｒ炭化物の析出
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を抑制し、耐粒界腐食性を高めることができる。一方、過剰の添加は、固溶や析出により
鋼の強度を高めたり、Ｔｉ添加では介在物による疵発生の問題があること、Ｎｂ添加では
製造工程でのＮｂ系析出物の析出により再結晶や結晶粒成長を抑制し、伸びやｒ値が得ら
れないため、上限は０．５％とした。ＳＵＳ４３０のように、溶接により高温でγ相が生
成し、冷却後マルテンサイト相が生成するようなフェライト系であってもフェライト単相
ではない鋼種は、溶接部硬度を高めるが、本発明はフェライト単相とするため、このよう
な問題が生じることがない。
【００２７】
　このような加工において、溶接管母材部の延性が不足していると、偏芯拡管部の張り出
し部に、軸方向に沿った括れや割れが発生する。このような括れや割れは、重要保安部品
の自動車燃料系部品の燃料給油管では許されない欠陥である。偏芯拡管部での割れと溶接
管母材の延性との関係を検討した結果、偏芯拡管部での割れと溶接管円周方向の伸びには
関連があり、特許文献３に記載のように、括れや割れを抑制するためには溶接管円周方向
の伸びが１５％以上必要であり、円周方向伸びが１５％以下１０％以上の溶接管では括れ
が発生し、１０％以下の溶接管では割れに至ることがある。なお、円周方向の伸び１５％
以上を確保するには、ロール成形やゲージ成形でオープンパイプ状に成形される時、でき
るだけ低歪で成形する方法や造管後熱処理により造管歪を低減し、延性を確保する等の手
段を用いることが必要である。なお、溶接管母材部の円周方向伸びは、円周方向に切断、
展開後、ＪＩＳ１３号Ｂに準拠した引張試験片平行部を切り出し、両端に掴み部を溶接後
、引張試験を行い、全伸びを測定した。
【００２８】
　本発明の溶接管は好ましくは、質量％にて、Ｃ：０．００１～０．０１５％、Ｓｉ：０
．０１～１．０％，Ｍｎ：０．０１～１．０％，Ｐ：０．０１～０．０３％，Ｓ：０．０
００５～０．０１０％，Ｎ：０．００１～０．０２０％，Ｃｒ：１０～２５％，Ｍｏ：０
．０１～２．０％，ＴｉまたはＮｂの１種または２種を０．０５～０．６％，Ｂ：０．０
００３～０．００３０％を含有する。
【００２９】
　Ｃ、Ｎ：Ｃ、Ｎは多量に添加すると成形性や耐食性を劣化させる。また、これらを固定
させるため必要Ｔｉ量が増加するため、上限はＣは０．０１５％、Ｎは０．０２０％とし
た。また、Ｃ、Ｎを上記のように低下し、Ｔｉ、Ｎｂという安定化元素が添加された結果
として、フェライト単相とすることができる。下限は精錬コストを考え、Ｃ，Ｎいずれも
０．００１％とした。
【００３０】
　Ｓｉ：Ｓｉは脱酸元素として用いられる元素であるが、１．０％を越えると成形性を著
しく低下するため上限を１．０％とした。精錬工程コストを考えた場合、０．０１％は不
可避に混入するレベルであることから、これを下限とした。
【００３１】
　Ｍｎ：Ｍｎを多量に添加した場合、成形性を低下するため上限を１．０％とした。精錬
工程コストを考えた場合、０．０１％は不可避に混入するレベルであることから、これを
下限とした。
【００３２】
　Ｐ：Ｐは固溶強化により、成形性を低下させることから、上限は０．０３％とした。下
限は、原料選択等により製鋼コストを増加させることから、下限は０．０１％とした。
【００３３】
　Ｓ：Ｓは多量に添加すると、介在物等により耐食性を劣化させることから、上限を０．
０１０％とし、下限は製鋼コストを考慮し０．０００５％とした。
【００３４】
　Ｃｒ：Ｃｒはステンレス鋼の基本特性である耐食性を確保するために必要な元素である
。自動車燃料系部品で必要とされるＣｒは、下限は塗装をした場合で１０％、上限は成形
性を低下させたり、製品コストを高めたり、製造性を劣化させるため２５％とした。下限
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は好ましくは１１％である。
【００３５】
　Ｍｏ：Ｍｏもステンレス鋼の耐食性を向上させる元素である。上限はＣｒと同様、成形
性やコスト面から２．０％とし、下限は不可避なレベルとして０．０１％とした。
【００３６】
　Ｔｉ、Ｎｂについては上述のとおりである。
【００３７】
　Ｂ：Ｂは二次加工性を向上させる元素であり、拡管加工後の各種加工での二次加工割れ
を抑制する。その効果を得るためには０．０００３％以上必要なことから下限とした。上
限は、素材の伸びやｒ値等成形性を劣化させるため０．００３０％とした。
【００３８】
　本発明の溶接管はさらに、質量％にて、Ｃｕ：０．１～１．５％、Ｎｉ：０．１５～３
．０％の１種または２種を含有してもよい。
【００３９】
　Ｃｕ：Ｃｕは、Ｎｉとの組み合わせにより、すきま腐食発生後の進展速度抑制効果がよ
り大きくなることで、すきま部の耐孔あき性を向上させることができる。そのため、含有
させる場合には０．１％以上含有させることが望ましい。しかしながら、過剰の添加は、
加工性を劣化させると共に、高価であるためコストアップにつながる。したがって、含有
させる場合には０．１～１．５％とするのが望ましい。より望ましくは０．２～１．０％
である。
【００４０】
　Ｎｉ：すきま部の耐孔あき性において、すきま腐食発生後の進展速度を低減させるうえ
で、最も効果的な元素である。その効果を発現させるには少なくとも０．１５％必要であ
る。特にＭｏ、Ｃｕ、Ｎｂと複合させるとさらにその効果が高まる。含有量を増加させる
ほどその効果は高まるが、過剰に含有させると、応力腐食割れの感受性が増加すると共に
、加工性を低下させる。また、コストアップ要因にもなるので上限を３．０％とした。望
ましくは０．２～２．０％、より望ましくは０．２～１．０％である。
【００４１】
　上記本発明の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管は、拡管加工用に用
いたときに最大の効果を発揮する。拡管加工において、溶接部の割れ発生を防止できるか
らである。偏芯拡管加工において効果はさらに顕著である。
【００４２】
　次に、本発明の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管の製造方法につい
て説明する。
【００４３】
　本発明の高周波溶接してなるフェライト系ステンレス鋼溶接管において、外面ビード残
りが母材板厚の０．０～０．２０倍とするためには、高周波溶接終了後、外面ビード切削
に際し、外面ビード残りが母材板厚の０．０～０．２０倍となるように、外面ビード切削
刃物の位置を調整するとよい。従来の外面ビード切削においては、外面ビード残りをちょ
うどゼロ狙いとして、切削刃物の位置を調整していた。外面ビード切削量実績は、狙いに
対してプラス方向とマイナス方向にばらつきを有するので、狙いがゼロの場合には、必ず
外面ビード切削量がマイナスになる場合が生じる。本発明においては、外面ビード残りが
母材板厚の０．０～０．２０倍となるように、外面ビード切削刃物の位置を調整する。具
体的には、外面ビード残りをゼロ狙いではなく、母材板厚の０．０～０．２０倍の範囲内
の有限の値とする。狙い値は、外面ビード切削量のばらつきに応じて、ばらつきがマイナ
ス側に大きく振れても外面ビード切削量がマイナスにならないように定めればよい。
【００４４】
　溶接管の外面ビードを切削する方法としては、例えば図５に示す外面ビード切削装置１
０を用いて行うことができる。図５に示す装置では、切削刃物１１と倣いロール１２とが
圧下用スプリング１４によって溶接管８の表面に押し付けられる。図５（ｂ）に示すよう
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に、外面ビードの両側の溶接管表面に接するように倣いロール１２を設けると、切削刃物
１１は倣いロール１２の動きと連動するように位置が定まる。切削刃物１１は位置調整装
置１３と接続されており、位置調整装置１３の調整により、切削刃物１１と倣いロール１
２の位置関係を調整することができる。この調整機構を用い、外面ビード残り実績が母材
板厚の０．０～０．２０倍となるように、倣いロール１２と切削刃物１１の位置関係を調
整すればよい。
【００４５】
　また、内面ビード切削については、図６に示すように、長いホルダー２３の先に内面ビ
ード切削装置２０を配置し、ホルダー２３をフィンロールのところから押し入れて保持し
、ほぼ外面ビードの切削位置と前後して切削する。内面ビード切削装置２０には、上面倣
いローラ２２ａと下面倣いローラ２２ｂ、それに切削刃物２１が配置されている。上面倣
いローラ２２ａは内面ビード切削前のビードの両側を倣うので、ローラの中央に溝が形成
されている。切削刃物２１の位置を調整することにより、内面ビード残りが母材板厚の０
．０～０．２０倍となるように内面ビード切削量を調整することができる。
【００４６】
　本発明においては、フェライト系ステンレス鋼溶接管の溶接管母材部の円周方向伸びが
１５％以上とし、全体の歪や局部的な歪に対して母材割れの抑制、割れの進展を抑制する
ため、溶接管素材鋼帯として、鋼管の円周方向となる方向の伸びが３０％以上で、平均ラ
ンクフォード値が１．５以上である鋼帯を用いるとよい。上記本発明の成分を有するフェ
ライト単相のフェライト系ステンレス鋼を用いることにより、鋼管の円周方向となる方向
の伸びが３０％以上で、平均ランクフォード値が１．５以上を実現することができる。
【００４７】
　本発明の偏芯拡管部材の製造方法においては、上記本発明の拡管加工性に優れるフェラ
イト系ステンレス鋼溶接管を素管として用い、同軸拡管工程と偏芯工程とを経て、偏芯拡
管部材とする。本発明の拡管加工性に優れるフェライト系ステンレス鋼溶接管を用いるの
で、拡管加工時に母材部の割れ、溶接部の割れのいずれをも発生させることなく、加工を
行うことができる。パンチによる1回又は複数回の同軸拡管を行う同軸拡管工程によって
、素管の管端にテーパー形状を形成し、最後に偏芯させるための偏芯パンチを管端に挿入
する偏芯工程によって、管端を偏芯させる。
【実施例】
【００４８】
　表１に示す成分を有し、板厚５ｍｍのフェライト系ステンレス鋼熱延鋼板を冷延および
焼鈍し０．８ｍｍの鋼板を準備した。本発明鋼Ａ～Ｈはフェライト単相であり、比較鋼Ｉ
の溶接部結晶組織はフェライト（α）＋マルテンサイト（α’）であった。
【００４９】
　素材帯板を長手方向に送りつつ成形ロールで円筒形状に曲げ加工し、突き合せ部を高周
波溶接によってアップセット溶接し、スクイズロールで成形した後、内外面の溶接ビード
を切削して、表２に示すような直径２５．４ｍｍφのフェライト系ステンレス鋼溶接管と
した。内面の溶接ビード切削には図６に示す内面ビード切削装置２０を用い、外面の溶接
ビード切削には図５に示す外面ビード切削装置１０を用いた。使用した鋼、溶接部厚さ、
外面ビード残り、内面ビード残り、板厚中心の溶接部と母材部の硬度差、外表面から５０
μｍの溶接部と母材部の硬度差、円周方向伸びを表２に示す。
【００５０】
　この溶接管を用い、偏芯拡管加工を行った。拡管パンチによる同軸拡管を４工程行い、
素管径２５．４ｍｍから、順次管端部を３０ｍｍφ、３８ｍｍφ、４５ｍｍφ、５１ｍｍ
φとする拡管を行った。最後に６ｍｍのオフセットを与えるように５１ｍｍφの偏芯パン
チで偏芯工程を行った。溶接管の溶接部は、偏芯方向に対して１３５°の位置とした。
【００５１】
　拡管加工性は上記多段拡管加工での溶接部及び母材部の破断有無（図１（ｃ）や（ｄ）
）によって評価した。結果を表２に示す。
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【００５２】
【表１】

【００５３】

【表２】

【００５４】
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　本発明例Ｎｏ．１～２３は、いずれも良好な偏芯拡管を行うことができた。
【００５５】
　比較例Ｎｏ．２４は比較鋼Ｉを用いたため、板厚中心の溶接部と母材部の硬度差が大き
すぎ、鋼管母材部の円周方向伸びが不足し、母材部割れにより拡管加工性は不良であった
。
【００５６】
　比較例Ｎｏ．２５、３１は外面ビード残りがマイナスであったため、溶接部割れにより
拡管加工性は不良であった。
【００５７】
　比較例Ｎｏ．２６は、内面ビード残りがマイナスであったため、溶接部割れにより拡管
加工性は不良であった。
【００５８】
　比較例Ｎｏ．２７は、溶接部の厚さが本発明範囲の上限外れであり、母材部割れにより
拡管加工性は不良であった。
【００５９】
　比較例Ｎｏ．２８は、溶接部の厚さが本発明範囲の上限外れであるとともに内面ビード
残りが本発明範囲の上限を超え、母材部割れにより拡管加工性は不良であった。
【００６０】
　比較例Ｎｏ．２９は、溶接部のサイジング率（絞り）が大きいため、板厚中心の溶接部
と母材部の硬度差が大きすぎ、母材部割れにより拡管加工性は不良であった。
【００６１】
　比較例Ｎｏ．３０は、造管歪が大きいため、鋼管母材部の円周方向伸びが小さく、母材
部割れにより拡管加工性は不良であった。
【００６２】
　比較例Ｎｏ．３２は、溶接部の厚さが本発明範囲の上限外れであるとともに外面ビード
残りが本発明範囲の上限を超え、母材部割れにより拡管加工性は不良であった。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】偏芯拡管部材の形状を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は正面図、（ｃ）
は溶接部割れを示す図、（ｄ）は母材部割れを示す図である。
【図２】溶接部近傍における溶接管の断面を示す図であり、（ａ）は外面ビード残りがマ
イナスの場合、（ｂ）は外面ビード残りがプラスの場合である。
【図３】溶接部近傍の硬度の分布を示す図である。
【図４】外面ビード残り頻度実績を示す図であり、（ａ）は外面ビード残り狙いをゼロと
した従来例、（ｂ）は本発明例である。
【図５】外面ビード切削装置の一例を示す図である。
【図６】内面ビード切削装置の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　偏芯拡管部材
　２　溶接部
　３　母材部
　４　溶接部割れ
　５　母材部割れ
　６　外面ビード残り
　７　内面ビード残り
　８　溶接管
　９　外面ビード削りすぎ
１０　外面ビード切削装置
１１　切削刃物
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１２　倣いロール
１３　位置調整装置
１４　圧下用スプリング
２０　内面ビード切削装置
２１　切削刃物
２２　倣いロール
２３　ホルダー
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【図３】
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